
「大阪ＮＰＯプラザ」管理団体募集要項 
 

１１１１．．．．    目目目目    的的的的    
この要項は、「大阪ＮＰＯプラザ」（以下、「プラザ」といいます。）を管理・運営する主体（以

下、「管理団体」といいます。）を公募し、選定するための手続き等を定めたものです。 

 

２２２２．．．．プラザプラザプラザプラザのののの概要概要概要概要    
   プラザの概要は、以下のとおりです。 

(1) 場  所…大阪市福島区吉野４丁目２９番２０号（旧大阪府福島府税事務所） 

(2)  面 積 等…土地：1,724㎡、建物：地上３階地下１階、延べ 1,956㎡       

(3)  設置目的…ＮＰＯの自立発展を図るため、「大阪府ＮＰＯ活動活性化指針」に基づき、Ｎ

ＰＯの活動の場やＮＰＯに関する様々な情報を提供するＮＰＯ支援施設として

設置するもの 

 

３３３３．．．．応募資格応募資格応募資格応募資格    
応募できる団体は、次の基準をすべて満たす団体とします。 

(1) 財団法人、社団法人、社会福祉法人またはＮＰＯ法人、若しくはこれらの法人どうしが構 
成するグループであること。 

(2) 大阪府と協働して、ＮＰＯ活性化策を展開する意思の有ること。 

(3) 大阪府内に事務所を有し、大阪府内を中心に活動している団体であること。 

(4)  中間支援組織（ＮＰＯに対して様々な側面からサポートする機能を持ち、行政や営利組織、

学術研究機関との橋渡しもできる中間的な組織）であること。 

(5) 団体の活動歴が、任意団体歴を含め、設立から５年以上であること。 

(6) 過去２ケ年の決算、本年度予算が 3,000万円程度以上であること 。 

(7) 長期にわたりセンターの管理・運営を行う組織体制を有すること 。 

 

４４４４．．．．管理団体数管理団体数管理団体数管理団体数    
管理団体は、１団体（グループ）とします。 

 

５５５５．．．．管理管理管理管理予定予定予定予定期間期間期間期間    
契約期間は平成１９年４月１日から平成２４年３月３１日までの 5年間とします。 

 

６６６６．．．．プラザプラザプラザプラザ管理管理管理管理のののの条件条件条件条件    
管理団体は、次の条件を遵守してセンターを運営することになります。 

 (1) 利用者の意見を取り入れるなど外部の意見を参考にしつつ管理運営を行うこと。 

(2)  入居団体の選定にあたっては、公平性・公開性を担保すること。 

(3)  入居団体の入居条件、賃貸料及び会議室等利用料金の変更は、事前に大阪府と協議するこ

と。 

(4) 管理・運営にかかる収支は独立会計として処理し、その内容を毎年度公開すること。 

(5) 管理・運営にかかる経費は原則として利用料金収入をもって充てること。 

(6) 簡易な施設修繕にかかる費用は、管理団体の責任で処理すること。 

(7) プラザの運営によって収益が生じた場合は、これをプラザのために用いること。 

契約期間中に損失が生じた場合は、原則として管理団体がこれを補填すること。 

(8) プラザの管理・運営にかかるトラブル等については、管理団体が中心となって処理するこ

と。 

(9) プラザを円滑に管理するため、必要な施設管理要員を確保すること。 

(10) 大阪府と府有財産賃貸借契約を締結すること。 



(11) 大阪府がプラザの管理・運営のために貸与する備品について、備品貸付契約を締結するこ

と。 

(12)  大阪府が認証したNPO法人の事業報告書等を府民に情報提供すること。 

(13)  インターネットを活用したＮＰＯ情報の提供を行うこと。 

  (14)  現管理団体と入居団体等における契約関係は、引き継ぐものとすること。 

  (15)  施設の現状を変更するのに要する費用は、管理団体が負担すること。 

(16)  プラザの管理運営業務に従事する者の労働に関する権利を保障するため、労働関係法令を

遵守すること。 

(17)  プラザの管理運営業務に従事する者が、人権について正しい認識をもって業務を遂行でき

るよう、人権研修を行うこと。 

(18)  障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対し、法定雇用率を達成する義務を課

していることから、応募段階で法定雇用率を達成できていない場合は、障害者雇入れ計画

に基づき、当該管理施設における雇用を中心に誠実に履行すること。 

(19)  利用者の安全を確保するため、日ごろから危機管理意識を持って、施設内の点検チェック

を行うとともに、定期的な避難訓練を実施し、避難誘導や連絡体制を確立するなど、府、

警察、消防、病院等と連携し、危機管理事象に適切に対応するための、防災・安全に関す

る対策を講じること。 

(20)  管理運営に際して、省資源・省エネルギー、リサイクルなどの環境に配慮した取組みを実

施すること。 

(21)  その他プラザの管理運営にあたって必要が生じた場合には、別途、協議を行うこと。 

 

７７７７．．．．大阪府大阪府大阪府大阪府からのからのからのからの支援支援支援支援    
管理団体に対する大阪府からの主な支援内容は、次のとおりです。詳細についてはお問い合

わせください。 

(1) 府有財産賃貸借契約に基づく賃貸料については、予算の範囲内で大阪府が補助する予定で

す。 

(2)  備品貸付契約に基づく貸付料については、予算の範囲内で大阪府が補助する予定です。 

(3) 管理団体が、善良な管理者の注意義務をもってプラザを管理・運営する中で、必要となっ

た大規模な修繕については、別途協議します。 

 

８８８８．．．．応募応募応募応募のののの手続手続手続手続きききき    
 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  募集要項の配布 

  ア 配布期間 

平成１８年１２月１４日（木）～平成１９年１月１５日（月） 

           午前 10時～正午及び午後１時～午後 5時 

       (ただし、土曜日、日曜日、祝日及び 12月 29日～1月 3日は取り扱いません。)  

 

  イ 配布場所 

① 来庁により受け取る場合 
大阪府生活文化部府民活動推進課ボランティア・NPOグループ  

管理団体募集スケジュール 
○ 募集要項の配布  平成 18年 12月 14日(木)～平成 19年 1月 15日(月) 
○ 施設案内・説明会 平成 18年 12月 21日(木)  
           (20日(水)の午後 5時までに参加申込書提出のこと。)   
○ 応募書の受付    平成 19年 1月 10日(水)～1月 15日(月) 
○ 管理団体の決定   平成 19年 1月下旬 



        大阪市中央区大手前２丁目 1番 22号 大阪府庁本館 6階 

ＴＥＬ：０６（６９４１）０３５１（内線４８３３、４８３４） 

ＦＡＸ：０６（６９４４）６６４５ 

② インターネットにより受け取る場合 
   下記のホームページから書類が取り出せます。 

アドレス http://www.pref.osaka.jp/fukatsu/vngroup/index.html 

 

  (2)  現地施設案内・説明会  

    ア 開催日時 

平成１８年１２月２１日（木）午後４時～午後５時 

※ 終了時刻については、進行状況により、前後する可能性がありますのでご了承く

ださい。 

    イ 開催場所 

       大阪ＮＰＯプラザ２階  会議室Ｂ  大阪市福島区吉野 4丁目 29番 20号 

    ウ 申込方法 

       参加申込書（別添１）により、平成１８年１２月２０日（水）午後５時までにファク

シミリで行ってください。 

       なお、参加にあたっては、会場の都合により、１団体２名以内でお願いします。 

 

(3) 応募書類の受付 
 ア 提出期間 

平成１９年 １月１０日（水）～１月１５日（月） 

午前 10時～正午及び午後１時～午後 5時 

      (ただし、土曜日及び日曜日は取り扱いません。)  

     イ 提出場所 

大阪府生活文化部府民活動推進課ボランティア・NPOグループ  

      大阪市中央区大手前２丁目 1番 22号 大阪府庁本館 6階 

※ 申請書はなるべく持参してください。 

 

(4) その他 
   応募資格を有さないと認められる方の現地施設案内・説明会への出席は、お断りするこ

とがあります。 

 

９９９９．．．．応募応募応募応募にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての提出書類提出書類提出書類提出書類    
 (1)  提出書類 

   応募にあたっては、次の書類を提出してください。 

① 大阪ＮＰＯプラザ管理団体応募書（様式１） 
② 管理・運営企画書(様式自由) 

以下の項目については、必ず記入してください。 

ア プラザ管理・運営についての基本的な考え方 

イ  開館・休館日、開館時間の設定及び職員等の体制 

ウ 入居団体選定にあたっての審査の基準と体制 

エ 入居団体の賃貸料及び会議室等利用料金の設定及び考え方 

オ 入居団体の確保、資金及び支援者の確保についての考え方 

カ 魅力あるセンターに向けての管理・運営上の工夫 

キ 府施策との整合（審査基準「評価項目」参照）に対する取組み・考え方 

③  収支予定表(様式自由) 

平成１９～２３年度のセンター管理・運営にかかる収支予定表を作成してください。 



④ 利用計画書及びレイアウト図面(様式自由) 

フロアー毎に、各室の利用計画書を作成してください。また、各室の利用形態が分

かるようレイアウト図面を添えてください。レイアウト図面には、次のスペースを

必ず確保してください。 

ア ＮＰＯ事務所として２７団体程度が入居できるスペース 

     イ 中間支援組織事務所として複数の中間支援組織が入居できるスペース 

     ウ 情報・交流ゾーン 

     エ 中間支援組織の実施する研修会や、行政・企業の実施する研究会等に利用できる

会議室スペース 

⑤ その他補足資料(様式自由) 

⑥  定款または寄附行為 

⑦ 役員名簿 

⑧ 直近２年間の決算報告書及び平成１８年度予算書 
⑨ 直近２年間の事業報告書 

 

(2)  複数の法人が共同で応募する場合 

    複数の法人がグループを構成して応募する場合は、代表者を定め共同で「管理・運営企画

書」にその旨を明記してください。この場合、(1)⑥「定款または寄付行為」から⑨「直近２

年間の事業報告書」までの書類は、すべての事業者について提出してください。 

    なお、単独で応募した法人は、グループでの応募の構成員になることはできません。また、

複数のグループにおいて同時に構成員となることもできません。 

    応募書類提出後は、代表する法人及びグループを構成する法人の変更は認めません。 

 

 (3)  提出部数  １部 

 

(4)  提出書類の返却 …理由のいかんを問わず返却しません。 

 

(5)  提出書類の不備 …不備があった場合には、審査の対象とならないことがあります。 

 

(6) 提案内容の公表 …必要に応じて、提案内容の概要を公表することがあります。  

 

 (7)  問い合せ先      …大阪府生活文化部府民活動推進課ボランティア・NPOグループ  

ＴＥＬ：０６（６９４１）０３５１（内線４８３３、４８３４） 

ＦＡＸ：０６（６９４４）６６４５ 

E-mail ：fuminseikatsu-g01@sbox.pref.osaka.Ig.jp 

 

10101010．．．．管理団体管理団体管理団体管理団体のののの選定選定選定選定    
 (1)  選定方針  
   審査については、団体の規模（予算・人員等）、これまでの活動実績に加え、提出された応募
書類をもとに審査を行い、管理団体を決定します。審査にあたっては、次のような事項を重視

します。 

(ア) 本要項の「６．プラザ管理の条件」を満たした管理・運営計画であること。 

(イ) 安定的に管理・運営できる実現可能な管理・運営計画であること。  

(ウ) 別添２「大阪ＮＰＯプラザ設置の基本コンセプト」を活かし、魅力的なプラザとなるよ

う管理・運営上の工夫がなされていること。   

  
(2)  審査方法 
「大阪ＮＰＯプラザ管理団体選定委員会」（以下｢選定委員会｣という。）が以下の審査基準に基



づいて、提出された書類の審査を行い、管理団体を決定します。 

 

(3)  提案があった事業計画等の説明（ヒアリング） 
選定委員会は、審査の必要に応じて、直接、応募者から、提案があった事業計画についての 

説明を求めることがあります。この場合、事前に選定委員会に出席を求める旨、応募者に通知

します。 
   なお、説明者は、応募者を代表して説明や意見を述べられる方に行っていただきます。 
 
(4) 審査結果 

選定委員会の審査結果については、応募者に通知するとともに、審査結果の概要をホームペ 
ージで公表します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



≪≪≪≪審査基準審査基準審査基準審査基準≫≫≫≫    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価点 評価項目 

総点 個別点 

評価内容 

２ 施設の設置目的に合致した提案となっているか 管理・運営に当たっての基本 

方針 
５ 

３ 外部の意見を取り入れた管理運営体制となっているか 

３ 利用者にとって使いやすいものとなっているか 開館・休館日、開館時間の設 

定及び職員等の体制 
５ 

２ 職員の体制は十分か 

入居団体選定にあたっての審 

査の基準と体制 
５ ５ 公平性、公開性は確保されているか 

５ 料金設定の考え方に妥当性があるか 入居団体の賃貸料及び会議室 

等利用料金の設定及び考え方 
１０ 

５ 利用のしやすい料金設定になっているか 

３ 効果的な入居者の募集方法となっているか 入居団体の確保、資金及び支 

援者の確保についての考え方 
５ 

２ 具体的な資金等の確保策となっているか 

５ サービスの向上のための取組み内容は適切か 

５ 利用者拡大の取り組み内容は適切か 

１０ ＮＰＯ支援の中核施設としての取り組み内容は適切か 

魅力あるセンターに向けての 

管理・運営上の工夫 
２５ 

５ 施設の利用計画はプラザのコンセプトに合っているか 

２ 

各種就労支援事業を活用した雇用（予定を含む） 

・地域就労支援センター 

・障害者就業・生活支援センター 

・母子家庭等就業・自立支援センター 

・ホームレス自立支援センター 

の活用による就職困難者の既存雇用を評価する 

・おおさか人材雇用開発人権センター（Ｃ－Ｓｔｅｐ） 

事業への協力状況 

 

 

 

 

 

 

１０ 

 
 

 ２ 

 

知的障害者の清掃現場就業状況 

・当該施設における清掃現場を活用した知的障害者の新規

雇用の予定 

２ 
ボランティアやＮＰＯとの協働事業を採用するなど、ＮＰ 

Ｏ等の積極的な参画を図る提案 

２ 

府民・ＮＰＯが施設のサービス向上に関する提案を行える 

機会を設けるなど、施設運営に府民・ＮＰＯの参加を求め 

る取組の提案 

管 
 
理 
・ 
運 
 
営 

府施策との整合 

・ 就労困難者等の雇用や行 

政の福祉化が図られている 

か  

・ ボランティア・ＮＰＯ等

との協働や施設運営への府

民の参加機会の確保等が図

られているか 

・ 施設の管理運営に際し

て、省資源・省エネルギー、

リサイクルなどの環境問

題に配慮した取組みがな

されているか。 

 

 

２ 

当該施設の管理運営に際して、省資源・省エネルギー、リ 

サイクルなど環境問題への積極的な取組みで特筆すべき 

提案 

５ 収入、支出の積算と事業計画の整合性は図られているか 収支計画の内容及び実現の可 

能性 
１５ 

１０ 収支計画の実現性はあるか 

１０ 
管理運営基盤として、経営規模、事業規模、組織規模等は 

十分か 

５ 運営基盤として、財務状況は適正か 

収 
支 
予 
定 
等 

安定的な運営が可能となる財 

政基盤等 
２０ 

５ 同種同等の施設管理の実績はあるか 

合   計 １００ １００  



（様式１） 

 

 

    年  月  日 

 

 

 

 

大阪ＮＰＯプラザ管理団体応募書 
 

 

 

  大 阪 府 知 事         

  齊 藤 房 江          様 

 

 
団体所在地   

 
団体名 

 
                代表者名                     ◯印 

             
                   （事業担当者氏名                  ） 
                       

（ＴＥＬ                          ） 

 

 

「大阪ＮＰＯプラザ」の管理団体について、以下のとおり関係書類を添えて応募します。 

 

 

添 付 書 類 

 

１.管理・運営計画書 

(1)管理・運営企画書 

(2)収支予定表 

(3)利用計画書及びレイアウト図面 

(4)その他補足資料 

２.定款または寄附行為 

３.役員名簿 

４.直近２年間の決算報告書及び平成 18年度予算書 

５.直近２年間の事業報告書 

 

 

 
 
 
 
 
 



別添１ 

 
   年  月  日 

    

現 地 説 明 会 参 加 申 込 書 

 
大阪府生活文化部府民活動推進課 

ボランティア・ＮＰＯグループ  

 

                 団体所在地 

                 団体名 

                 代表者名 

                 （事業担当者氏名                 ） 

                 （ＴＥＬ                     ） 

 

大阪ＮＰＯプラザ管理団体募集要項に基づき、１２月２１日（木）に開催される現地説明会に参

加したいので、申し込みます。 

 

役  職  名 参  加  者  氏  名 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   申込方法…この申込書を以下のところへＦＡＸで送付してください。 
  
 ・ 大阪府生活文化部 府民活動推進課 ボランティア・ＮＰＯグループ 

 ・ ＦＡＸ：０６－６９４４－６６４５ 
 

 

 
 



      別添２ 

大阪ＮＰＯプラザ設置の基本コンセプト 

 

１．基本コンセプト 
 (1) 中間支援組織を管理運営主体とし、ＮＰＯのニーズに沿った施設の管理運営を行う 

(2) ＮＰＯが利用しやすい料金で事務所スペース等を貸し付け、ＮＰＯ活動を促進する 

(3) ＮＰＯが抱える多様な課題のサポートに向けて中間支援組織のネットワークを構築する 

(4) ＮＰＯと府民、行政、営利組織、学術研究機関との交流を支援する 
 

２．ハード機能  

 概    要 施 設 内 容 事 業 内 容 

１

階 

 

集い、交流、情報発信フロアー 

…ＮＰＯと府民、行政、営利組織、

学術研究機関との交流、情報公開の

促進による社会的信用の確保 

・ＮＰＯ事務所スペース 

（現状 27団体、一定期間で入替） 

・情報・交流スペース 

・イベントスペース 

・カンファレンスルーム 

・インターネット回線設置等 

 

・ＮＰＯ事務所スペースの貸付 

・ＮＰＯ関連情報の提供 

・展示・バザー会場の貸付 

・インターネット回線を通じた 

情報の受発信等 

２

階 

ＮＰＯサポートフロアー 

…中間支援組織のサポート体制 

 

・複数の中間支援組織事務所スペ

ース（現状 7団体、一定期間で入

替） 

・企業情報相談室等 

・ＮＰＯ法人設立・運営相談 

・各種運営相談等 

３

階 

人材育成、研修フロアー 

…ＮＰＯが抱える多様な課題を 

解決 

 

・大会議室 

・会議室（ＮＰＯ事務室）等 

・中間支援組織が実施する研修会 

・行政、企業の実施する研究会等 

 

３．期待されるソフト機能 
(1)ＮＰＯ支援事業…ＮＰＯ活動の促進 

   ①ＮＰＯへの事務所スペースの提供 

  ②活動場所の提供…常設の展示・バザー会場等 

(2)情報発信、調査研究事業…中間支援組織等が連携して実施 

   ①各分野を網羅したＮＰＯ情報のデータベースの構築 

   ②ＮＰＯの信頼性を判断するための評価制度の研究 

   ③各種調査・研究事業の共同実施 

(3)ＮＰＯ育成・相談事業…各中間支援組織を中心に実施 

   ①人材育成研修 

   ②組織運営研修   

   ③ＮＰＯ間やＮＰＯとボランティアのコーディネート 

(4)交流ネットワーク支援事業…各中間支援組織を中心に実施 

   ①ＮＰＯと営利組織･行政との交流事業 

   ②営利組織等のＮＰＯ担当者の育成 

(5)その他…各中間支援組織を中心に実施 

①情報化支援事業 

②ＮＰＯ法人設立相談事業等 


